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医 政 発 0 2 1 2 第 ５ 号 

令 和 ７ 年 ２ 月 1 2 日 

 

 

 

各 都道府県知事 殿 

 

 

  厚生労働省医政局長   

（ 公  印  省  略）  

 

 

 

令和６ 年度医療施設等経営強化緊急支援事業の実施について 

 

 

 

標記の事業については、別紙「 医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱」（ 以下「 実

施要綱」 と いう 。） によ り 行う こ と と し たので通知する 。  

 なお、 貴管下関係者に対し ては、 貴職から こ の旨通知さ れたい。  
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別紙 

 

医療施設等経営強化緊急支援事業実施要綱 

 

１ ． 生産性向上・ 職場環境整備等支援事業 

（ １ ） 事業の目的 

本事業は、 人材確保が喫緊の課題と なっている 中で、 限ら れた人員でよ り 効率

的に業務を行う 環境の整備費用に相当する 金額を、 給付金と し て支給する こ と に

よ り 、 業務の生産性を向上さ せ、 職員の処遇改善につなげる こ と を目的と する 。  

（ ２ ） 事業の実施主体 

都道府県、 市区町村、 病院、 有床診療所（ 医科・ 歯科）、 無床診療所（ 医科・ 歯

科） 及び訪問看護ステーショ ンその他厚生労働大臣が認める 者と する 。  

（ ３ ） 事業の内容 

令和７ 年２ 月１ 日時点でベース アッ プ評価料を届け出ている 又は同年３ 月 31

日時点でベースアッ プ評価料を届出見込みの病院、 有床診療所（ 医科・ 歯科）、 無

床診療所（ 医科・ 歯科） 及び訪問看護ステーショ ン（ 以下「 対象施設」 と いう 。）

において、令和６ 年４ 月１ 日から 令和７ 年３ 月 31 日までの間に、業務の効率化や

職員の処遇改善を図る 。  

（ ４ ） 事業の支給額 

（ 病院・ 有床診療所( ※) ） 許可病床数×４ 万円 

（  無 床 診 療 所 ） １ 施 設 ×18 万 円 

（  訪問看護ス テーショ ン  ） １ 施 設 ×18 万 円 

※許可病床数が４ 床以下の有床診療所は１ 施設×18 万円を支給する 。  

（ ５ ） 留意事項 

（ ５ －１ ） 給付金の支給対象と なる 取組について 

以下の取組のいずれか（ 複数可） を支給対象と する 。  

（ Ｉ Ｃ Ｔ 機器等の導入によ る 業務効率化）  

タ ブレッ ト 端末、 離床センサー、 イ ンカム、 ＷＥ Ｂ 会議設備、 床ふき ロ

ボッ ト 、 監視カメ ラ 等の業務効率化に資する 設備の導入 

（ タ スク シフト ／シェ アによ る 業務効率化）  

医師事務作業補助者、 看護補助者等の職員の新たな配置によ る タ スク シ

フト ／シェ ア 

（ 給付金を活用し た更なる 賃上げ）  

処遇改善を目的と し た、 既に雇用し ている 職員の賃金改善 
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（ ５ －２ ） 給付金の支給について 

① 給付金の支給を受けよ う と する 対象施設は、 都道府県に対し て、 別添様式

「 支給申請書兼口座振込依頼書」 及び別紙様式１ 「 生産性向上・ 職場環境整

備等支援事業申請書」 を添えて申請を行う 。  

② 給付金の支給を受けた対象施設は、 都道府県が定める 日までに、 別紙様式

２「 生産性向上・ 職場環境整備等支援事業実績報告書」を添えて報告を行う 。  

③ 都道府県は、 給付金の支給について、 可能な限り 速やかに開始でき る よ う

努めた上で、 申請受付開始日や申請期限を決定する も のと する 。  

（ ５ －３ ） 給付金の返還について 

都道府県は、 給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のい

ずれかに定める 事項に該当する 場合、支給を行った給付金全額の返還を求める 。 

① 都道府県において、 対象施設から 報告があった申請内容が明ら かに事業の

目的に合致し ていないと 認めら れる 場合。  

② 申請内容を偽り 、 その他不正の手段によ り 給付金の支給を受けたと 認める

場合。  

③ 令和７ 年３ 月 31 日時点でベースアッ プ評価料を届出見込みである こ と に

よ り 給付金の支給を受けた対象施設が令和７ 年３ 月 31 日までにベースアッ

プ評価料を届け出なかった場合。  
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２ ． 病床数適正化支援事業 

（ １ ） 事業の目的 

本事業は、 効率的な医療提供体制の確保を図る ため、 医療需要の急激な変化を

受けて病床数の適正化を進める 医療機関に対し 、 診療体制の変更等によ る 職員の

雇用等の様々な課題に際し て生じ る 負担について支援を行う 。  

（ ２ ） 事業の実施主体 

都道府県と する 。  

（ ３ ） 事業の内容 

令和６ 年 12 月 17 日（ 令和６ 年度補正予算成立日） から 令和７ 年３ 月 31 日ま

での間に病床数（ 一般病床、 療養病床及び精神病床の病床数と する 。 以下同じ 。）

の削減を行う 病院又は診療所に対し 、 給付金を支給する 事業を行う 都道府県に補

助を行う 。  

（ ４ ） 事業の支給額 

次によ り 算定し たも のを、 実施主体と なる 都道府県毎に積み上げたも のを予算

の範囲内で支給する 。  

・ 削減し た病床１ 床につき 4, 104 千円と する 。  

・ 支給対象の稼働病床が地域医療介護総合確保基金における 病床機能再編支援

事業（ 単独支援給付金支給事業） によ る 給付金の支給を受けていた場合は、 差

額のみを支給する 。  

また、 算定にあたっては、 以下を除く こ と 。  

①産科部門の病床（ MFI CU等を含む） 及び小児科部門の病床（ NI CU・ GCU等を

含む） を削減し た場合、 その削減し た病床数 

②同一開設者の医療機関へ病床を融通し た場合、 その融通し た病床数 

③事業譲渡等によ り 病床を削減し た場合、 その削減し た病床数 

④病床種別を変更し た場合、 その変更し た病床数 

⑤医療法第 30 条の４ 第 10 項から 第 12 項までの規定及び国家戦略と 区別区

域法に基づき 許可を受けた病床を削減し た場合は、 その削減し た病床数 

⑥診療所の療養病床又は一般病床について、 医療法施行規則第１ 条の 14 第

７ 項の規定に該当し 、 医療法第７ 条第３ 条の許可を受けずに設置さ れた病

床を削減し た場合は、 その削減し た病床数 

⑦その他、 以下の病床を削減し た場合、 その削減し た病床数 

 ア 国の開設する 病院若し く は診療所であって、 宮内庁、 法務省若し く は

防衛省が所管する も の、 独立行政法人労働者健康安全機構の開設する 病

院若し く は診療所であって、 労働者災害補償保険の保険関係の成立し て
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いる 事業に使用さ れる 労働者で業務上の災害を被ったも ののみの診療を

行う も の、 特定の事務所若し く は事業所の従業員及びその家族の診療の

みを行う 病院若し く は診療所、 児童福祉法第 42 条第２ 号に規定する 医

療型障害児入所施設若し く は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に

支援する ための法律第５ 条第６ 項に規定する 療養介護を行う 施設である

病院又は独立行政法人自動車事故対策機構法第 13 条第３ 号に規定する

施設である 病院若し く は診療所の病床（ 職員及びその家族、 隊員及びそ

の家族、 業務上の災害を被った労働者、 従業員及びその家族又は入院患

者が利用する 病床に限る 。）  

 イ  放射線治療病室の病床 

  ウ  国立及び国立以外のハンセン病療養所である 病院の病床 

 エ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に

関する 法律第 16 条第１ 項の規定によ り 厚生労働大臣の指定を受けた指

定入院医療機関である 病院の病床（ 同法第 42 条第１ 項第１ 号又は第 61

条第１ 項第１ 号の決定を受けた者に対する 同法によ る 入院によ る 医療に

係る も のに限る 。）  

（ ５ ） 留意事項 

（ ５ －１ ） 給付金の支給について 

・  給付金の支給を受けよ う と する 医療機関は都道府県に対し て都道府県が必

要と 認める 書類を添えて申請を行う 。  

・  都道府県は、 給付金の支給について、 可能な限り 速やかに開始でき る よ う

努めた上で、 申請受付開始日や申請期限を決定する も のと する 。  

（ ５ －２ ） 給付金の返還について 

都道府県は、 給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のア

又はイ に定める 事項に該当する 場合、支給を行った給付金全額の返還を求める 。 

ア 給付金の支給を受けた日から 、 令和 17 年３ 月 31 日までの間に正当な理由

なく 病床を増加さ せた場合。 ただし 、 都道府県知事において病床の増加が必

要と 認めた場合はその限り ではない。  

イ  申請内容を偽り 、 その他不正の手段によ り 給付金の支給を受けたと 認める

場合。   
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３ ． 施設整備促進支援事業 

（ １ ） 事業の目的 

現下の物価高騰を含む経済状況の変化によ り 、地域医療構想の推進や救急医療・

周産期医療体制の確保のための施設整備が困難と なっている 医療機関等に対する

支援を行う 。  

（ ２ ） 事業の実施主体 

 都道府県と する 。  

（ ３ ） 事業の内容 

 別表１ の第１ 欄及び第２ 欄に掲げる 地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ－

１ （ 標準事業例５ ） に該当する 施設の整備に関する 事業、 別表２ の第１ 欄に掲げ

る 医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び別表３ の第１ 欄に掲げる 医療

施設等施設整備費補助金の国庫補助事業（ 以下「 国庫補助事業」 と いう 。） の交付

対象と なる 医療機関等その他厚生労働大臣が認める 者であって、 令和６ 年４ 月１

日から 令和７ 年３ 月 31 日までの間に国庫補助事業の交付対象と なる 新築、 増改

築及び改修（ 以下「 施設整備」 と いう 。） に着手し ている 者に対し て、 ㎡数に応じ

た建築資材高騰分の給付金を支給する 事業を行う 都道府県に対し 、 補助する 。  

（ ４ ） 事業の支給額 

令和６ 年４ 月１ 日から 令和７ 年３ 月 31 日までの間に国庫補助事業の交付対象

と なる 施設整備に係る 本体工事の契約を締結し ている 医療機関等に対し て、 ㎡数

に応じ た建築資材高騰分の給付金を支給する 事業を行う 都道府県に対し 、 補助す

る 。 なお、 支給額は、 次によ り 算定し たも のを、 実施主体と なる 都道府県毎に積

み上げたも のと する 。  

・  地域医療介護総合確保基金の事業区分Ⅰ－１ （ 標準事業例５ ） に該当する

施設の整備に関する 事業については、 別表１ の第３ 欄に定める 物価高騰を反

映し た単価と 第４ 欄に定める 標準単価と の差額に、 第５ 欄に定める 基準面積

及び第６ 欄に定める 補助率をそれぞれ乗じ て得た額と する 。  

・  医療提供体制施設整備交付金の国庫補助事業及び医療施設等施設整備費補

助金の国庫補助事業については、 別表２ 及び別表３ の第１ 欄にそれぞれ掲げ

る 国庫補助事業毎に、 同表の第３ 欄に掲げる 構造別に、 第４ 欄に定める 物価

高騰を反映し た単価と 第５ 欄に定める 現行の交付要綱上の単価と の差額に、

第６ 欄に定める 基準面積及び第７ 欄に定める 調整率ま たは補助率をそれぞ

れ乗じ て得た額と する 。  
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（ ５ ） 留意事項 

（ ５ －１ ） 給付金の支給について 

・  給付金の支給を受けよ う と する 医療機関は、 都道府県に対し て、 都道府県

が必要と 認める 書類を添えて申請を行う 。  

・  都道府県は、 給付金の支給について、 可能な限り 速やかに開始でき る よ う

努めた上で、 申請受付開始日や申請期限を決定する も のと する 。  

（ ５ －２ ） 給付金の返還について 

都道府県は、 給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のア

又はイ に定める 事項に該当する 場合、支給を行った給付金全額の返還を求める 。 

ア 給付金の支給を受けた日以降、 正当な理由なく 施設整備を行わない場合。 

イ  申請内容を偽り 、 その他不正の手段によ り 給付金の支給を受けたと 認め

る 場合。  

 

４ ． 分娩取扱施設支援事業・ 小児医療施設支援事業 

（ １ ） 事業の目的 

本事業は、 特に分娩取扱施設が少ない地域等における 分娩取扱機能の維持のた

めの取組を支援する と と も に、 地域の小児医療の拠点と なる 施設（ 以下「 小児医

療施設」 と いう 。） について、 急激な患者数の減少等を踏まえた支援を行い、 地域

でこ ども を安心し て生み育てる こ と のでき る 周産期医療体制及び地域の小児医療

体制を確保する こ と を目的と する 。  

（ ２ ） 事業の実施主体 

都道府県、 市区町村、 病院、 診療所及び助産所その他厚生労働大臣が認める 者

と する 。  

（ ３ ） 事業の内容 

ア 分娩取扱施設支援事業 

分娩取扱施設のう ち、令和５ 年度における 分娩取扱件数が、平成 29 年度か

ら 令和元年度の３ 年間における 分娩取扱件数の平均を下回っている 病院、 診

療所及び助産所に対し て、 分娩取扱に要する 経費相当分の給付金を支給する 。 

イ  小児医療施設支援事業 

（ ア） 及び（ イ ） の要件を満たし た小児医療施設に支給する 。  

（ ア） 令和５ 年度における 専ら 15 歳未満の小児の入院延べ患者数が、平成

29 年度から 令和元年度の３ 年間における 専ら 15 歳未満の小児の入院

延べ患者数の平均を下回る こ と 。  

 

６.地域連携周産期支援事業（産科施設）
との重複補助金の受給は不可
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（ イ ） 令和５ 年度における 小児科部門に係る 総事業費から 診療収入額、

特別交付税及び寄付金その他の収入額（ 以下「 収入額」 と いう 。） を

控除し た額を上限と する 。  

   ただし 、 収入額が対象経費の実支出額を上回っている 場合は、 支

給し ないこ と と する 。  

（ ４ ） 事業の支給額 

ア 分娩取扱施設支援事業 

   病院または診療所 １ 施設×2, 500 千円 

助産所 １ 施設×1, 000 千円 

イ  小児医療施設支援事業 

許可病床のう ち、 小児科部門の病床数×25 万円 

（ ただし 、 （ ３ ） イ （ イ ） における 総事業費から 収入額を控除し た額を

上限と する 。 ）  

 

（ 注） 支給額は、 調整の上決定する こ と も あり 得る こ と 。  

（ ５ ） 留意事項 

ア 本事業においては、 下記の補助金の交付を受ける 分娩取扱施設については

給付の対象外と する 。  

（ ア）平成２ １ 年４ 月１ 日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「 産

科医療確保事業の実施について」 の別添「 産科医療確保事業等実施要

綱」 に基づき 、 実施する 産科医療機関確保事業 

（ イ ） 平成２ １ 年３ 月３ ０ 日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知

「 周産期医療対策事業等の実施について」 に基づき 実施する 周産期母

子医療センタ ー運営事業 

（ ウ ） 本実施要綱に基づき 実施する 地域連携周産期支援事業（ 分娩取扱施

設） 及び地域連携周産期支援事業（ 産科施設）  

イ  本事業の対象と なる 小児医療施設は、 以下のいずれかに相当する 機能を持

つ病院と する 。  

（ ア）「 疾病・ 事業及び在宅医療に係る 医療体制について」（ 令和５ 年３ 月

31 日医政地発０ ３ ３ １ 第 14 号厚生労働省医政局地域医療計画課長通

知（ 令和５ 年６ 月 29 日一部改正）） の別紙「 小児医療の体制構築に係

る 指針」 に規定する 小児中核病院 
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（ イ ）「 救急医療対策の整備事業について」（ 昭和 52 年７ 月６ 日医発              

第 692 号厚生省医務局長通知） の別添「 救急医療対策事業実施要綱」

（ 令和６ 年３ 月 29 日一部改正） に規定する 小児救命救急センタ ー及

び小児救急医療拠点病院 

（ ウ ） 小児科を専門と する 病院のう ち、 次の要件を全て満たし ている も の 

ａ  入院を要する 二次救急医療機関と し て必要な診療機能や専用病床

を備えている こ と 。  

ｂ  小児救急医療に係る 休日夜間の診療体制を整えている こ と 。  

ｃ  初期救急医療施設及び救急搬送機関から 転送さ れた小児救急患者

を受け入れている こ と 。  

（ ６ ） 給付金の支給について 

ア 給付金の支給を受けよ う と する 病院、 診療所及び助産所は都道府県に対し

て別添様式「 支給申請書兼口座振込依頼書」 を添えて申請を行う 。  

イ  都道府県は、 給付金の支給について、 可能な限り 速やかに開始でき る よ う

努めた上で、 申請受付開始日や申請期限を決定する も のと する 。  

（ ７ ） 給付金の返還について 

都道府県は、 給付金の支給を受けた開設者又は開設者であった者が以下のア

又はイ に定める 事項に該当する 場合、支給を行った給付金全額の返還を求める 。 

ア 給付金の支給を受けた日以降、 正当な理由なく 廃院する 場合。  

イ  申請内容を偽り 、 その他不正の手段によ り 給付金の支給を受けたと 認める

場合。  

 

５ .  地域連携周産期支援事業（ 分娩取扱施設）  

（ １ ） 事業の目的 

分娩取扱施設が少なく 、 当面、 集約化が困難な地域に所在する 施設に対し て、

分娩取扱を継続する ための運営に係る 費用を支援する こ と によ り 、 分娩取扱機能

を維持する こ と を目的と する 。  

（ ２ ） 事業の実施主体 

都道府県、 市区町村、 病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める 者と する 。  

（ ３ ） 設置基準 

整備する 産科医療機関については、 以下の要件をすべて満たすも の又はこ れに

準じ る も のと 都道府県知事が判断し 、 厚生労働大臣が適当と 認めたも のと する 。  

① 当該年度において分娩を取り 扱う こ と 。  

② 前年度末において、 分娩を取り 扱う 病院の数が１ 以下であり 、 かつ、 分娩を

６.地域連携周産期支援事業（産科施設）
との重複補助金の受給は不可
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取り 扱う 診療所の数が２ 以下である 二次医療圏に所在する 分娩取扱施設 

③ 当該年度において妊産婦の健康診査を実施する こ と 。  

④ 各都道府県において策定し た医療計画上の集約化・ 重点化計画と の整合性が

確保さ れる こ と 。  

⑤ 今後の分娩取扱について都道府県や地域の他の分娩施設と の連携の状況や今

後の取組に関する 計画を提出する こ と 。  

（ ４ ） 整備基準 

分娩可能な産科医療機関を確保する 観点から 、 分娩取扱施設が少ない地域の産

科医療機関に対し て、 経営の安定化を図る ための支援を行う 。  

（ ５ ） 事業の交付額 

交付額は、 次の①から ②によ り 算出さ れた額の合計額と する 。 ただし 、 算出さ

れた額に 1, 000 円未満の端数が生じ た場合には、 こ れを切捨てる も のと する 。  

① 都道府県が行う 事業 

ア 次の表の第１ 欄に定める 基準額と 第２ 欄に定める 対象経費の実支出額と を

施設ごと に比較し て少ない方の額を選定する 。  

イ  アによ り 選定さ れた額と 総事業費から 産科部門の収入額及び寄附金その他

の収入額を控除し た額と を比較し て少ない方の額に２ 分の１ を乗じ て得た

額を交付額と する 。  

② 都道府県が補助する 事業 

ア 次の表の第１ 欄に定める 基準額と 第２ 欄に定める 対象経費の実支出額と を

施設ごと に比較し て少ない方の額を選定する 。  

イ  アによ り 選定さ れた額と 総事業費から 産科部門の収入額及び寄附金その他

の収入額を控除し た額と を比較し て少ない方の額と 、 都道府県が補助し た額

と を比較し て少ない方の額に２ 分の１ を乗じ て得た額の合計額を交付額と

する 。  

１ ． 基準額 ２ ． 対象経費 

１ か所当たり  

① 分娩取扱期間 年間９ 月以上 

11, 400千円 

② 分娩取扱期間 年間６ 月以上９ 月未満 

7, 600千円 

③ 分娩取扱期間 年間６ 月未満 

3, 800千円 

（ 注） 交付額は、調整の上決定する こ と も あり 得

る こ と 。  

必要な次に掲げる 経費 

職員基本給 

職員諸手当 

諸謝金 

社会保険料 
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（ ６ ） 留意事項 

ア 本事業においては、 下記の補助金の交付を受ける 分娩取扱施設については

交付の対象外と する 。  

（ ア）平成２ １ 年４ 月１ 日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知「 産

科医療確保事業の実施について」 の別添「 産科医療確保事業等実施要

綱」 に基づき 、 実施する 産科医療機関確保事業 

（ イ ） 平成２ １ 年３ 月３ ０ 日医政発第 0330011 号厚生労働省医政局長通知

「 周産期医療対策事業等の実施について」 に基づき 実施する 周産期母

子医療センタ ー運営事業 

（ ウ ） 本実施要綱に基づき 実施する 分娩取扱施設支援事業及び地域連携周

産期支援事業（ 産科施設）  

イ  分娩取扱施設は、 厚生労働省医政局が実施する 各種調査等に協力し 、 事業

の実施状況を報告する こ と 。  

ウ  交付を受けよ う と する 分娩取扱施設は都道府県に対し て別添様式「 支給申

請書兼口座振込依頼書」 を添えて申請を行う 。  

 

６ .  地域連携周産期支援事業（ 産科施設）  

（ １ ） 事業の目的 

産科施設において分娩取扱の継続が難し い場合に、 妊婦健診等を担う 施設と し

て診療を継続する こ と で地域の他の産科施設の負担が軽減さ れる よ う 、 財政的支

援を実施する こ と によ り 、 地域の実情に応じ た産科施設の役割分担を進め、 周産

期医療提供体制を確保する こ と を目的と する 。  

（ ２ ） 事業の実施主体 

都道府県、 市区町村、 病院及び診療所その他厚生労働大臣が認める 者と する 。  

（ ３ ） 設置基準 

整備する 産科医療機関については、 以下の要件をすべて満たすも の又はこ れに

準じ る も のと 都道府県知事が判断し 、 厚生労働大臣が適当と 認めたも のと する 。  

① 当該年度において妊産婦の健康診査を実施する こ と 。  

② 当該年度において産後の健康診査及び産後ケアを実施する こ と が望まし い。  

③ 当該年度において分娩を取り 扱っていない、 または分娩取扱の継続が困難で

ある こ と 。  

④ 各都道府県において策定し た医療計画上の集約化・ 重点化計画と の整合性が

確保さ れる こ と 。  

 

４.分娩取扱施設支援事業・小児医療施設支援事業
及び
５.地域連携周産期支援事業（分娩取扱施設）
との重複補助金の受給は不可



12 

（ ４ ） 整備基準 

① 施設 

妊婦健診を含む外来診療等に必要なスペースを設ける または改修等を行う も

のと する 。  

② 設備 

妊婦健診を含む外来診療等に必要な診察台、 超音波診断装置等を整える も の

と する 。  

（ ５ ） 交付額の算定方法 

① 施設 

こ の補助金の交付額は、 次のアから イ によ り 算出さ れた額と する 。  

ただし 、 施設ごと に算出さ れた額に 1, 000 円未満の端数が生じ た場合には、

こ れを切捨てる も のと する 。  

ア 都道府県が行う 地域連携周産期支援事業（ 施設）  

（ ア） 次の表の第２ 欄に定める 基準額と 第３ 欄に定める 対象経費の実支出額と

を施設ごと に比較し て少ない方の額を選定する 。  

（ ア） によ り 選定さ れた額と 総事業費から 寄附金その他の収入額を控除

し た額と を比較し て少ない方の額に第４ 欄に掲げる 補助率を乗じ て得た

額の合計額を交付額と する 。  

イ  都道府県が補助する 地域連携周産期支援事業（ 施設）  

（ ア） 次の表の第２ 欄に定める 基準額と 第３ 欄に定める 対象経費の実支出額と

を施設ごと に比較し て少ない方の額を選定する 。  

（ ア） によ り 選定さ れた額と 総事業費から 寄附金その他の収入額を控除

し た額と を比較し て少ない方の額に第４ 欄に掲げる 補助率を乗じ て得た

額と 都道府県が補助し た額と を比較し て少ない方の額の合計額を交付額

と する 。  

１  区分 ２  基 準 額 ３  対 象 経 費 ４ 補助率 

地域連携周産

期支援事業

（ 施設）  

１ 施設当たり  

   16, 800 千円 

産科医療施設と し て必要な

次の各部門の新築、 増築、 改

築及び改修に要する 工事費又

は工事請負費 

   診療部門 

  （ 診察室、 病室等）  

２ 分の１  

 

② 設備 

こ の補助金の交付額は、 次のアから イ によ り 算出さ れた額と する 。  



13 

ただし 、 施設ごと に算出さ れた額に 1, 000 円未満の端数が生じ た場合には、

こ れを切捨てる も のと する 。  

ア 都道府県が行う 地域連携周産期支援事業（ 設備）  

（ ア） 次の表の第２ 欄に定める 種目に、 第３ 欄に定める 基準額と 第４ 欄に定め

る 対象経費の実支出額と を施設ごと に比較し て少ない方の額を選定する 。  

（ ア） によ り 選定さ れた額の合計額と 、 総事業費から 寄附金その他の収  

入額を控除し た額と を比較し て少ない方の額に第５ 欄に掲げる 補助率を

乗じ て得た額の合計額を交付額と する 。  

イ  都道府県が補助する 地域連携周産期支援事業（ 設備）  

（ ア） 次の表の第２ 欄に定める 種目について、 第３ 欄に定める 基準額と 第４ 欄

に定める 対象経費の実支出額と を施設ごと に比較し て少ない方の額を選定

する ｡ 

（ ア） によ り 選定さ れた額の合計額と 総事業費から 寄附金その他の収入

額を控除し た額と を比較し て少ない方の額に第５ 欄に掲げる 補助率を乗

じ て得た額と 都道府県が補助し た額と を比較し て少ない方の額の合計額

を交付額と する 。  

１  区 分 ２  種 目 ３  基 準 額 ４  対象経費 ５ 補 助 率 

地域連携周

産期支援事

業（ 設備）  

 

医療機器整

備費 

１ か所当たり  

7, 279 千円 

妊婦健診を行

う 産科医療施

設と し て必要

な医療機器購

入費 

２ 分の１  

（ 注） 交付額は、 調整の上決定する こ と も あり 得る こ と 。  

 

（ ６ ） 留意事項 

ア 本事業においては、 下記の補助金の交付を受ける 施設については交付の対

象外と する 。  

（ ア）  平成２ １ 年４ 月１ 日年医政発 0401007 号厚生労働省医政局長通知

「 産科医療確保事業の実施について」 の別添「 産科医療確保事業等

実施要綱」 に基づき 、 実施する 産科医療機関確保事業 

（ イ ） 本実施要綱に基づき 実施する 分娩取扱施設支援事業及び地域連携周

産期支援事業（ 分娩取扱施設）  

イ  産科施設は、 厚生労働省医政局が実施する 各種調査等に協力し 、 事業の実

施状況を報告する こ と 。  
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７ ． 医療施設等経営強化緊急支援執行事業 

（ １ ） 事業の目的 

本事業は、 医療施設等緊急支援事業の各事業について、 都道府県等が執行事務

を行う 際に生じ る 経費を支援し 、 給付金を速やかに支給する こ と で、 地域の医療

提供体制の確保を目的と する 。  

（ ２ ） 事業の実施主体 

本事業の実施主体は都道府県、 市区町村と する 。  

（ ３ ） 事業の内容 

令和６ 年４ 月１ 日から 令和７ 年３ 月 31 日までに都道府県等が支出する 医療施

設等緊急支援事業の執行に係る 経費を支援する 。  

（ ４ ） 事業の所要額 

都道府県等が必要と 認めた額を予算の範囲内で交付する 。  

（ ５ ） 留意事項 

医療施設等緊急支援事業の各事業の執行事務に係る 委託費等の事務費や当該

事業の執行のために雇用する 非常勤職員の人件費（ 都道府県職員の人件費を除

く 。） も 対象と なる が、 事業期間等を踏まえ、 適切な必要額を計上する こ と 。  


